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平成２６年１２月２４日判決言渡 同日原本受領 裁判所書記官 

平成２６年 第１００６７号 特許権侵害差止等請求控訴事件 

原審・東京地方裁判所平成２５年 第４８７８号 

口頭弁論終結日 平成２６年１２月１０日 

判    決 

 

      控 訴 人     吉佳エンジニアリング株式会社 

       

      訴訟代理人弁護 士     田 中 成 志                      

      同              板 井 典 子 

      同              山 田  徹 

      同              澤 井 彬 子 

      同              杉 本 賢 太 

      同              沖  達 也 

      補 佐 人 弁 理 士     江 藤 聡 明 

      同              高 橋 修 平 

    

      被 控 訴 人     ＫＪＳエンジニアリング株式会社 

 

訴訟代理人弁護 士     安 江 邦 治 

      同              安 江 裕 太 

      補 佐 人 弁 理 士     高 橋 敏 邦                

主    文 

１ 本件控訴を棄却する。 

２ 控訴費用は控訴人の負担とする。 

事実及び理由 
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第１ 控訴の趣旨 

 １ 原判決を取り消す。 

 ２ 被控訴人は，ＨＤプレート（上部プレート：ＨＤＰ－５０Ｕ，ＨＤＰ－７５

Ｕ）及びＨＤネットを販売してはならない。 

 ３ 被控訴人は，控訴人に対し，２３３３万６７２０円及びこれに対する平成２

５年３月１２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

第２ 事案の概要 

   本判決の略称は，原判決に従う。 

   本件は，「斜面保護方法及び逆巻き施工斜面保護方法」という名称の発明につ

いて本件特許権（特許第４２５６５４５号）を有する控訴人が，被控訴人に対

し，

ト（ＨＤＰ－５０Ｕ，ＨＤＰ－７５Ｕ）及び２のＨＤネット（以下，上部プレ

ートとＨＤネットを併せて「被告製品」という。）を使用して施工するＨＤネッ

ト工法と称する斜面保護工法（被告方法）が，本件発明の技術的範囲に属する

被控訴人が被告製品を販売及び宣伝・広告する行為は，特許法

１０１条４号及び５号の間接侵害に当たるとして，特許法１００条１項に基づ

き，被告製品の販売行為の差止めを求めるとともに， 被控訴人がユウテック

株式会社（以下「ユウテック」という。）に対して被告方法を宣伝・広告し，被

告製品を販売及び宣伝・広告した行為は，ユウテックが被告方法による斜面保

護工事を実施して本件特許権を直接侵害することの教唆又は幇助に当たるとし

て，民法７１９条及び特許法１０２条２項の損害賠償請求権に基づき，控訴人

が受けた損害の額と推定される，共同行為者であるユウテックが本件特許権の

直接侵害行為により受けた利益の額２０００万円及び被控訴人がユウテックに

被告製品を販売及び宣伝・広告するという本件特許権の間接侵害行為により受

けた利益の額１２１万５２００円に弁護士費用相当損害金２１２万１５２０円

を加えた合計２３３３万６７２０円並びにこれに対する不法行為の後である訴
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状送達の日の翌日である平成２５年３月１２日から支払済みまで年５分の割合

による遅延損害金の支払を求める事案である。 

  原判決は，被告方法は本件発明の技術的範囲に属するとは認められないと判

示して，控訴人の請求を全部棄却したため，控訴人が，これを不服として控訴

したものである。 

１ 前提事実  

   次のとおり訂正するほかは，原判決の「事実及び理由」の第２の１記載のと

おりであるから，これを引用する。 

   原判決３頁１８行目「三重県紀伊長島加田地区において」とあるのを，「紀勢

線加田地区工事用道路建設工事１号切土法面・所在地三重県紀伊長島加田地区

（以下「本件現場」という。）において」に改める。 

２ 争点 

   原判決４頁２３  控訴人の損害」を挿入する

ほかは，原判決の「事実及び理由」の第２の２記載のとおりであるから，これ

を引用する。    

 ３ 争点に関する当事者の主張 

    

   ア 被告方法が本件発明の技術的範囲に属するか。 

 控訴人 

     ａ 構成要件Ａ 

ＨＤネットは，素線径３．２㎜，引張り強度が１０００Ｎ／㎟を有

する亜鉛メッキ鋼線に飽和ポリエステル塗装を施した鋼線を格子状の

ネット様に編んだ金網であるから，被告方法は構成要件Ａを充足する。 

     ｂ 構成要件Ｂ 

ＨＤネットは，保護すべき斜面に展設されるから，被告方法は構成

要件Ｂを充足する。 
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     ｃ 構成要件Ｃ 

 上部プレートは，地山に押し付けられて固定されている下部プレ

ートの設置位置，すなわち，約１ないし２ｍの間隔で所定間隔をお

いて点在状態に固定されるとともに，地山斜面に固定される。 

  そして，下部プレートは，ＨＤボルトを地中内にセメントミルク

で固定した上で，ＨＤボルトの地表に突出した先端部を下部プレー

トの中央穴に貫入させ下部プレートを球座ナットでＨＤボルトに

固定する方法で設置固定されるが，球座ナットによる締め付けは，

ＨＤネットの交点強度以上の強力な力で締め付け固定しているこ

とから，ほとんどの設置箇所で，地山の周囲よりも沈み込んでいる。

次に，上部プレートは，下部プレート上に載置された状態で，同じ

くＨＤネットの交点強度以上の強力な力でキャップナットで締め

付けて固定され，上部プレートの構成要素である傾斜した４本の脚

部は，ＨＤネットの網目に挿通され，かつ，ＨＤネットと接触して，

ＨＤネットが上方に浮き上がらないように上部から押さえ付けて

いることから，下部プレート周りのＨＤネットの水平面は，地表面

よりも低い位置になる。また，地山斜面には凹凸があり，地山斜面

に展設されたＨＤネットは，設置された状態で約３０ｍｍの厚み，

すなわち上側と下側の鋼線の高さ差があり，ＨＤネットの下側はほ

とんどの部分で地山に接している。 

  したがって，ＨＤネット全体にほぼ均等に土圧による張力が働く

から，上部プレートは「受圧板」に当たる。 

  そして，上部プレートはＨＤネットの上面から所定間隔において

点在状態に配置されているから，被告方法は構成要件Ｃを充足する。 

 原判決の本件発明の認定の誤り 

  原判決は，本件明細書の段落【０００６】の記載を引用して，「本
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件発明は，…これに加えて，受圧板と金網と地山とがより密着し，

受圧板の押圧作用がより的確に地山に伝達されるようにした方法

を提供することを目的として，特許請求の範囲の請求項１の構成を

採用した」とした上で，「受圧板は，地山の土圧を受ける板，すな

わち，地山を押圧する板で，地山と金網に密着して，地山と金網を

押さえ付けるものであると認められる。」と判示した。 

  しかし，本件発明（請求項１）の構成は，「アンカーを用いて受

圧板を地山に対して固定し」（構成要件Ｄ），「受圧板の固定は，金

網全体にほぼ均等に土圧による張力が働くように押さえ付けて行

われる」（構成要件Ｅ）というものであり，「受圧板と金網と地山と

がより密着」されることまでは本件発明（請求項１）の構成要件で

はない。「受圧板と金網と地山とがより密着」することは，本件特

許の請求項２ないし４において付加された構成要件である「袋体」

の設置によって得られる作用効果である。すなわち，もともと本件

補正前の本件明細書においては，段落【０００５】の目的は本件補

正前の請求項１ないし５に係るものであり，段落【０００６】の目

的は本件補正前の請求項６及び７に係るものであったが，本件補正

によって，本件補正前の請求項１，２及び４は本件補正後の請求項

１（本件発明）に修正され，本件補正前の請求項６及び７は本件補

正後の請求項２ないし４に修正されたものであるから，段落【００

０５】の目的は本件発明に対応するものであり，段落【０００６】

の目的は本件補正後の請求項２ないし４に対応するものである。し

たがって，段落【０００６】の記載するところは，本件発明の目的

ではない。請求項２ないし４の袋体を含む構成に対応した本件明細

書の段落【００１４】及び【００１６】によれば，袋体に注入した

注入材が地山と受圧板との間の隙間を埋め，注入材硬化後は受圧板
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と金網と地山とが密着状態になるので，受圧板による締め付け作用

が金網を介して効果的に地山に伝えられるものとされている。これ

に対して，本件発明（請求項１）における「受圧板の固定」は，地

山と金網と密着しての固定が要求されるわけではなく，上記のとお

り，アンカーを用いて地山に対して固定され，その固定が金網全体

にほぼ均等に土圧による張力が働くように押さえ付けて行われれ

ば足りるものであって，受圧板の形状等は密着性を得ることができ

るものに限定されるものではない。 

  また，原判決が「受圧板は，地山の土圧を受ける板」であると認

定したことも誤りである。従来のコンクリートブロックのような大

型の受圧板は，正に地山の土圧を受けることがその機能であるが，

本件発明における受圧板は，「金網全体にほぼ均等に土圧による張

力が働くように」するために設置されるものである。そして，「押

さえ付け」て固定されるので，その部分で土圧を受けることもある

が，あくまで「土圧を受けるための金網」を押さえることがその機

能である。したがって，「受圧板」は，「地山の土圧を受ける板」で

はなく，地山方向に金網を押さえ付けて固定する板であり，原判決

の認定は誤りである。 

 原判決の被告方法の認定の誤り 

  被告方法においては，ＨＤボルトは，地山に設けられた穿設穴に

挿入された状態でセメント系硬化材の打設により，地山に固定され，

下部プレートは，その中央に開けられた貫通穴（ネジ構造ではない）

にＨＤボルトを挿通させ，その上からＨＤボルトに螺合させた球座

ナットの締め付けにより，ＨＤボルトの緊張力を用いて地山に押し

付けて固定され，ＨＤネットは，下部プレートの上から地山の保護

すべき領域に展設される。上部プレートは，中央に開けられた貫通
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穴（ネジ構造ではない）にＨＤボルトを挿通させ，その上からＨＤ

ボルトにキャップナットを螺合させて締め付けることで，ＨＤボル

トの緊張力を用いて，下部プレートを地山側に押した状態で固定さ

れる。 

  そして，甲７及び２１のとおり，被告方法において，下部プレー

トの設置箇所の殆どは周囲の地山表面より下に沈み込んでおり，Ｈ

Ｄネットは地山に密着した状態にあり，また，ＨＤネットは上部プ

レートの傾斜脚部で下方に押さえ付けられ，上方には移動できない。

すなわち，被告方法においては，下部プレートは，設置時のナット

の締め付けによって地山を押して地面にめり込み周囲よりも凹ん

でいるか，または，斜面に元々存在する凹地に設置されるため，Ｈ

Ｄネットは下部プレートの設置箇所部分で上部プレートによって

押し下げられている。その結果，ＨＤネットは，上部プレートによ

って，ＨＤネット全体にほぼ均等に土圧による張力が働くように押

さえ付けられ，これにより，中抜け土塊の崩落防止を目的とした法

面保護をはかることができる。 

  上記のとおり，被告方法においては，下部プレートが，設置時に

ナットの締め付けによって地面にめり込み周囲よりも凹んでいる

か，または，斜面に元々存在する凹地に設置されるために，上部プ

レートはＨＤネットを浮き上がらないように押さえ付けることに

よって，「金網全体にほぼ均等に土圧による張力が働く」（構成要

件Ｅ）ような斜面保護を行うものであるから，被告方法の上部プレ

ートは受圧板に当たる。 

     ｄ 構成要件Ｄ 

ＨＤボルトは，「アンカー」であり，下部プレート及び上部プレー

ト設置箇所に相当して地山に固設されるＨＤボルトを用いて上部プレ
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ートを地山に置かれた下部プレートに固定するから，被告方法は構成

要件Ｄを充足する。 

     ｅ 構成要件Ｅ 

    前記ｃのとおりであって，被告方法において，ＨＤボルトを用いた

上部プレートの固定は，前記上部プレートによりＨＤネット全体にほ

ぼ均等に土圧による張力が働くように押さえ付けて行われるから，被

告方法は構成要件Ｅを充足する。 

     被控訴人 

     ａ 構成要件Ａ 

「引張り強度が４００～２０００Ｎ／㎟であるワイヤーで製作し

た金網」は，本件発明の目的，作用効果である地山を押さえ付ける目

的，作用効果を有する金網を意味するが，被告方法のＨＤネットは，

地山を押さえ付ける目的，作用効果を有しないから，被告方法は構成

要件Ａを充足しない。 

     ｂ 構成要件Ｂ 

「保護すべき斜面に展設」は，金網全体にほぼ均等に土圧による張

力が働くように地山を押さえ付けて保護すべき斜面に展設することを

意味するが，被告方法のＨＤネットは，その全体にほぼ均等に土圧に

よる張力が働くように地山を押さえ付けて保護すべき斜面に展設され

たものではないから，被告方法は構成要件Ｂを充足しない。 

     ｃ 構成要件Ｃ 

       本件発明は，本件明細書の段落【０００２】，【０００３】，【００

０５】，【０００６】及び【０００９】に記載された技術的思想に基

づいて，保護すべき斜面に所定の引張り強度を有する金網を展設し，

この金網の上面から，「受圧板と金網」，「金網と地山」，「地山と受

圧板」とが「より密着し」た状態になるように，所定間隔において
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点在状態に配置した受圧板を固定することによって金網を地山表

面に押さえ付け，アンカー及び受圧板を介し金網全体にほぼ均等に

土圧による張力が働くようにするというものである。 

        これに対して，被告方法においては，上部プレートは，ＨＤネッ

トがＨＤボルトの先端から外れることを防止するためにＨＤボル

トの先端に設置固定されるものであり，その上面部は底面に４本の

脚部を有していて，地山とは接触しない。そして，上部プレートの

上面部と下部プレートとの間には空間があって，ＨＤネットはその

空間に展設されているから，上部プレートは，地山の土圧を直接受

けることもないし，ＨＤネットに対して均等に土圧による張力が働

くように，ＨＤネットを地山により密着するように押さえ付けて設

置固定するものでもない。 

        また，被告方法において，下部プレートは地山表面より下に沈み

込むことは物理的かつ技術的にあり得ない。すなわち，下部プレー

トはＨＤボルトに合わせてその先端に設置し，ナットで締め付けて

固定するが，ＨＤボルトは所定の深度まで確実に挿入し，注入材が

硬化するまで動かないように保持されている。したがって，ＨＤボ

ルトは地山の所定位置にしっかりと固定され，上下左右に移動する

ことはない。このようなＨＤボルトの先端に固定される下部プレー

トが，交点強度（金網の交点にかかる強度）以上の力でＨＤボルト

に締め付けられたとしても，その程度の力でＨＤボルト（削孔内の

所定の深度にわたって硬化された注入材によって強く固定されて

いる。）が地中に沈み込むなどの現象が生ずる訳はなく，そのため，

ＨＤボルトの先端に固定された下部プレートがＨＤボルトととも

に「地山の周囲よりも沈み込む」などの事態が発生する訳もない。

このように，下部プレートが周囲よりも沈み込むことがない以上，
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下部プレートの上面に載置された上部プレートも周囲より沈み込

むことはなく，下部プレートと上部プレートの間に存在する空間の

高さは一定に保たれ，ＨＤネットが周囲の地山より沈み込むことも

ない。たとえＨＤネットの一部が地山に接触することがあるとして

も，ほとんどの部分で接触することがないのであるから，上部プレ

ートは，金網全体にほぼ均等に土圧による張力が働くように金網を

押さえ付けるという効果を奏さない。 

        したがって，上部プレートは「受圧板」に該当せず，被告方法は

構成要件Ｃを充足しない。 

       原判決に本件発明の認定の誤りはないこと 

        本件明細書の段落【０００７】，【０００８】，【００１４】及び【０

０１６】が請求項を限定した記載の仕方をしているのに対し，段落

【０００５】及び【０００６】は，いずれも「本発明は」と記載さ

れているのであるから，段落【０００６】が本件特許の請求項１な

いし４の全てに係るものであることは明らかであり，これを請求項

２ないし４に係る発明に限定したものであって，本件発明（請求項

１）を除外するものであるとの解釈がされる余地はない。控訴人は，

本件補正前の明細書の記載から「受圧板と金網と地山との密着性を

得ることは，「袋体」を設置することの目的である。」と主張するが，

本件補正が適法と認められて特許査定を受けた以上は「本発明」は

本件補正後の本件明細書の記載に基づいて解釈されなければなら

ないから，控訴人の主張は理由がない。 

        そして，本件明細書の段落【０００３】～【０００６】及び【０

００９】によれば，本件発明は，①網体を押える部材として，従来

技術ではコンクリートブロックを使用していたのに対し，本件発明

では「受圧板」を採用することによって，「連続する梁などのコン
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クリートブロック面で金網を押えるのでなく，点在する受圧板によ

り「点」で押さえる状態を得ていることから，金網の張力を均等化

し易いという利点がある。よって斜面の金網による押しの均等化も

向上する。」との作用効果があること，②網体として，従来技術で

はＰＣ鋼線を編み込んだ金網を使用していたのに対し，本件発明で

は引張り強度が４００～２０００Ｎ／ｍｍ２のワイヤーで製作した

金網を採用することによって，「地山の圧力を確実に受け止めるこ

とができ，しかも破断することはない。」との作用効果があること

が認められる。このように，「受圧板」はコンクリートブロックに

代わって金網を上から押さえ付ける部材であるから「コンクリート

ブロック」がそうであったように「受圧板」が「金網」と密着して

いることは当然であり，また，「金網」は地山斜面を押すように斜

面に展設されるものであるから，「金網」が「地山」と密着するも

のであることは自明である。このように，本件発明における「受圧

板」と「金網」と「地山」とは相互に密着しており，かつ「金網」

が「地山」から受ける「土圧」は「受圧板」にもそのまま伝達され

ることは明らかである。また，本件発明において，「金網」は「受

圧板」と「地山」との間に存在するのであるから，段落【００２９】

及び【００３０】の記載等からすれば，「受圧板は，地山と金網に

密着して，地山と金網を押さえ付けるものであり，地山の土圧を受

ける板」であることは明らかである。 

        したがって，原判決の「受圧板」は「地山の土圧を受ける板」と

の認定は正当である。 

       原判決に被告方法の認定の誤りはないこと 

        被告方法において，下部プレートは，ＨＤボルトの地山への固設

を安定化させるための部材であり，その上面で球座ナットをＨＤボ
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ルトに螺合させて地山表面に固定するものであるが，「地山が押さ

え付けられて凹む」ような地形の変形を来たす固定の仕方はしてい

ない。また，下部プレートの上面にその脚部が密着固定された上部

プレートは，ＨＤネットがＨＤボルトの自由端から外れてしまうこ

とを防止するためにＨＤネットの上方に設けられるものであり，下

部プレートを介して地山を押圧するような締め付け力で固定され

ていない。ＨＤネット工法において下部プレートの上方４３ｍｍ

（地表からは６５ｍｍ～７５ｍｍ）の位置に存在する上部プレート

が「地山が押さえ付けられて凹む」ような状態を現出することはあ

り得ない。そして，上部プレートの下面と下部プレート（高さ２２

ｍｍ～３２ｍｍ）の上面との間には４３ｍｍの空間があるので，上

部プレートの下面は地表から６５ｍｍ～７５ｍｍ上方にある。した

がって，上部プレートによってＨＤネットが地山に押さえ付けられ

ることはない。 

        控訴人は，被告方法において，下部プレートの設置箇所の殆んど

は周囲の地山表面より下に沈みこんでおり，ＨＤネットは上部プレ

ートの傾斜脚部によって下方に押さえ付けられている旨主張する

が，乙１９及び２０のとおり，控訴人による甲７の計測地点の全て

において，ＨＤネットは下部プレートの上方１０ｍｍ～１２５ｍｍ

の位置に浮いた状態で存在し，地山が下部プレートの押さえにより

その周囲より凹んだとされる箇所は存在しない。 

        そもそも被告方法において，地山斜面の滑りや崩壊を防止してい

るのは，「ＨＤボルトと下部プレート」であってＨＤネットではな

い。ＨＤネットは，下部プレートの上方に展設され，ＨＤボルトや

下部プレートでは押え切れない中抜け土塊の崩落・落下を防止する

目的で上部プレートと下部プレートの間に挟み込まれるものであ
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るから，「上部プレート」と「ＨＤネット」との関係は，本件発明

の「受圧板の固定が受圧板により金網全体にほぼ均等に土圧による

張力が働くように押さえ付けて行う」というようなものではない。 

        被告方法における「上部プレート」が本件発明の「受圧板」に該

当するためには，「上部プレート」の固定が，「上部プレートにより

金網全体にほぼ均等に土圧による張力が働くように押さえ付けて

行われること」が必要であるが，上記のとおりであるから，被告方

法の「上部プレート」は本件発明の構成要件Ｅを充足するものでは

なく，被告方法には受圧板がないとした原判決の認定判断に誤りは

ない。 

     ｄ 構成要件Ｄ 

上部プレートは，「受圧板」に該当せず，被告方法には「受圧板」

に相当する部材がないから，「前記受圧板配置箇所に相当して地山に固

設されるアンカーを用いて受圧板を地山に固定」するという構成がな

い。そうであるから，被告方法は構成要件Ｄを充足しない。 

     ｅ 構成要件Ｅ 

前記ｃのとおりであって，被告方法には「受圧板」がないから，「前

記アンカーを用いた受圧板の固定は，前記受圧板により金網全体にほ

ぼ均等に土圧による張力が働くように押え付けて行われる」という構

成がない。そうであるから，被告方法は構成要件Ｅを充足しない。 

   イ 被控訴人が被告製品を販売及び宣伝・広告する行為について，特許法１

０１条４号及び５号の間接侵害が成立するか。 

   控訴人 

 被告製品を使用する工法は被告方法のみであるから，被告製品は被告

方法の使用にのみ用いる物であり，被控訴人は，業として被告製品を販

売及び宣伝・広告している。したがって，被控訴人が被告製品を販売及
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び宣伝・広告する行為は，特許法１０１条４号の間接侵害行為に当たる。 

また，本件発明の特徴的技術手段は，均質な高強度の金網を地山から

の圧力を主体的に受けるように用いている点にあるから，被告製品は，

本件発明の課題の解決に不可欠であり，また，被控訴人は，平成１０年

頃から控訴人との業務上の関係があって，本件発明を実施するための製

品を控訴人に供給したこともあるから，本件特許の存在及び被告製品が

本件発明の実施に用いられることを知っていた。したがって，被控訴人

が被告製品を販売及び宣伝・広告する行為は，特許法１０１条５号の間

接侵害行為に当たる。 

 被控訴人 

 否認ないし争う。 

 ウ 被控訴人がユーテックに対して，被告方法を宣伝・広告し，被告製品を

販売及び宣伝・広告した行為は，ユウテックが被告方法による斜面保護工

事を実施して本件特許権を直接侵害することの教唆又は幇助に当たるもの

として，民法７１９条２項の共同不法行為となるか。 

   控訴人 

   被控訴人は，ユウテックに対し，被告方法を広告・宣伝し，被告製品

を販売及び宣伝・広告し，そのため，ユウテックは，本件現場において

被告方法を実施して本件特許権を直接侵害した。したがって，被控訴人

はユウテックによる本件特許権の直接侵害行為を教唆又は幇助した者で

あり，被控訴人にはユウテックとともに，控訴人に対する共同不法行為

が成立する。 

  被控訴人 

   被控訴人が被告方法を広告・宣伝し，ユウテックに対し被告製品を販

売及び宣伝・広告したことは認めるが，その余は否認ないし争う。 

   本件特許が特許無効審判により無効とされるべきものと認められ
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るか）について 

    原判決８頁１９行目から１１頁７行目までに記載のとおりであるから，こ

れを引用する。 

    

    原判決１１頁９行目から１２頁１３行目までに記載のとおりであるから，

これを引用する。 

    

ア 控訴人 

  ユウテックが得た利益 

   ユウテックは，本件現場における被告方法による地山斜面保護工事に

より，８０００万円の施工代金の支払を受けた。施工業者であるユウテ

ックは，この施工代金の２５％である２０００万円の利益を得た。これ

は，特許権侵害によって得た利益であり，控訴人の損害とみなされる（特

許法１０２条２項）。このユウテックの特許権侵害行為は，被控訴人との

共同不法行為であるから，民法７１９条２項により，被控訴人は，この

控訴人の損害額について不真正連帯債務を負い，これを賠償する義務が

ある。 

  被告製品の販売による利益 

   施工した地山斜面保護工事には，被告製品のう

ち上部プレートが１２４０個以上使用されており，その製品単価は２８

００万円を下らない。したがって，同工事における被控訴人の売上げは，

３４７万２０００円を下らない。そして，被控訴人が被告製品のうち上

部プレートを販売した際の利益率は３５％を下るものではない。上記の

被控訴人の売上高及び利益率からすれば，被控訴人が被告製品のうち上

部プレートを販売し，施工業者であるユウテックが被告方法により施工

するという間接侵害行為により，被控訴人が受けた利益は１２１万５２
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００円を下らない。 

  弁護士費用 

   本件訴訟追行に当たって相当な弁護士費用は，２１２万１５２０円が

相当である。 

イ 被控訴人 

  不知ないし否認し，法律上の主張については争う。 

第３ 当裁判所の判断 

 当裁判所も，控訴人の本訴請求は，いずれも理由がなく，これを棄却すべき

ものと判断する。その理由は，次のとおりである。 

 １ （被告方法が本件発明の技術的範囲に属するか）について 

 被告方法における「上部プレート」が本件発明の構成要件ＣないしＥの「受

圧板」に当たるか否かについては，当事者間に争いがあるところ，「受圧板」は，

本件発明の構成要件ＡないしＤによれば，保護すべき斜面に展設された金網の

上面から所定間隔において点在状態に配置され，その配置箇所に相当して地山

に固設されるアンカーを用いて地山に固定されるものであることは理解できる

ものの，それ以上には，本件明細書（甲２）中にも「受圧板」を定義した記載

はない。そこで，仮に控訴人主張のとおり，被告方法における「上部プレート」

が本件発明ＣないしＥの「受圧板」に当たるとした場合に，さらに進んで，被

告方法が，本件発明の構成要件Ｅを充足するかについて，以下，検討する。 

   構成要件Ｅの該当性について 

ア 本件発明の特許請求の範囲請求項１の記載は，本件公報の該当項記載の

以下のとおりのものである（甲２）。 

 【請求項１】 

  引張り強度が４００～２０００Ｎ／ｍｍ2 であるワイヤーで製作した金

網を，保護すべき斜面に展設し，この金網の上面から受圧板を所定間隔を

おいて点在状態に配置し前記受圧板配置箇所に相当して地山に固設される
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アンカーを用いて受圧板を地山に対して固定し，前記アンカーを用いた受

圧板の固定は，前記受圧板により金網全体にほぼ均等に土圧による張力が

働くように押え付けて行われることを特徴とする斜面保護方法。 

イ 本件明細書（甲２）には，以下の内容の記載がある。 

  発明の属する技術分野 

   本件発明は，斜面保護方法，特に地山の斜面や法面の表層の滑り，崩

壊を防止するための方法に関する（【０００１】）。 

  従来の技術 

   地山の斜面の表層を保護し，その安定化を図るための様々な方法が提

案されており，その中で，比較的浅い，例えば１ないし２ｍの深さの表

層が剥離して滑り落ちるような斜面の安定化法として，金網などの網体

で斜面を覆い，この網体の上面に所定の間隔で多数のコンクリートブロ

ックを配置し，この配置箇所の地山に固定的に設置されるアンカーを用

いてコンクリートブロックを網体に押し付け，これら網体を地山に定着

する方法があり，さらに，使用される網体が地山から受ける圧力によっ

て破断して保護機能を失ってしまうことがあることから，その対策とし

て，網体にＰＣ鋼線を編み込んで，網体の引張り強度を高める方法が提

案されている（【０００２】）。 

  発明が解決しようとする課題 

   多数のコンクリートブロックを並べ，連続したコンクリートの枠の状

態として網体を上面から押さえる方法，あるいは梁状のコンクリート体

となるようにコンクリートの打設を行うものでは，法面形状の経時的な

変化による網体とコンクリートブロックとの接触，押圧関係の変化は非

常に大きなものとなる，すなわち，上記のようなコンクリートブロック

などによる網体の押さえ状態は安定性に欠ける。このことは，地山から

網体に対する圧力である土圧による網体の破損の可能性が増加すること
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を意味する（【０００３】）。 

   また，上記従来の方法は，網体の補強のためにＰＣ鋼線の編み込みを

行った箇所で専ら地山からの圧力を強く受け止めることになり，それ以

外の網体部分との間には圧力受け止め作用に大きな差異が生じ，斜面全

体に均一で十分な保護効果を及ぼすという点では，未だ改善の余地があ

る（【０００４】）。 

   そこで，本件発明は，斜面全体にわたって土圧が金網に均一かつ確実

に及ぼされるようにし，効果的な斜面保護ができるようにする方法を提

供することを目的としたものである（【０００５】）。 

  課題を解決するための手段 

   上記目的を達成するために，本件発明は，引張り強度が４００～２０

００Ｎ／ｍｍ2であるワイヤーで製作した金網を，保護すべき斜面に展設

し，この金網の上面からそれぞれ受圧板を所定間隔を開けて点在状態に

配置し，受圧板配置箇所に相当して地山に固設されるアンカーを用いて

受圧板を地山に対して固定し，前記アンカーを用いた受圧板の固定は，

前記受圧板により金網全体にほぼ均等に土圧による張力が働くように押

さえ付けて行われることを特徴とする（【０００８】）。 

   金網の上面から受圧板を点在状態で配置して固定することにより，保

護すべき斜面の凹凸により的確に追従した金網の設置が可能になる。す

なわち，金網による斜面の押さえ機能がより均質かつ的確なものとなる。

また，受圧板により金網全体にほぼ均等に土圧による張力が働くように

押さえ付けて行うアンカーを用いた受圧板の固定は，地山から及ぼされ

る圧力を，金網全体でほぼ均等に受け持つことを可能とする。すなわち，

連続する梁などのコンクリートブロック面で金網を押さえるのではなく，

点在する受圧板により「点」で押さえる状態を得ていることから，金網

の張力を均等化し易いという利点がある。よって斜面の金網による押し



 19 

の均等化も向上する（【０００９】）。 

  発明の実施の形態 

   受圧板は，地山に埋設固定されたアンカーもしくはロックボルト（以

下「アンカー」と総称する）と協同しており，アンカーとの係合部に設

けられた締付け手段により，地山に対して押し付けられる（【００２９】）。 

   雌ねじ部材を雄ねじ部材に対して，例えば右回転させることにより，

アンカーに働く緊張力が増大するとともに，受圧板が地山へ向けて押し

込まれる（【００３０】）。 

   金網は受圧板によって地山へ押し付けられるが，本件発明によれば，

所定間隔を開けて点在する受圧板により，いわば複数分散した点で押さ

えているので，金網による斜面の押さえ付けは，金網全体に均一に土圧

による張力が働くように行われている。また，保護すべき斜面の凹凸に

対し，より的確に追従した金網の設置が可能になる。すなわち，金網に

よる斜面の押さえ機能がより均質かつ的確なものとなる（【００３２】)。 

  発明の効果 

   本件発明に係る斜面保護方法によれば，金網を点在する受圧板で固定

することによって，斜面を金網で均等に押さえるという作用を容易に達

成することができる。すなわち，地山から及ぼされる圧力を金網全体で

ほぼ均等に受け持つようにすることができる。また，本件発明の受圧板

の設置作業は，比較的簡単で短時間の作業で行うことができ，さらに，

本件発明によれば，保護斜面において，金網の領域に対して受圧板の占

める領域が従来のブロックに比し，極めて小さくなること，また金網の

厚さが確保されていることから，保護斜面の植生が向上するという効果

が得られる（【００５３】）。 

ウ 前記アの本件発明の特許請求の範囲請求項１の記載及び前記イの本件明

細書の記載によれば，本件発明においては，受圧板を，保護すべき斜面に
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展設した金網の上面から所定間隔をおいて点在状態に配置し，その配置箇

所に相当して地山に固設されるアンカーを用いて地山に対して固定し，当

該固定は，受圧板により「金網全体にほぼ均等に土圧による張力が働く」

ように押さえ付けて行われるものであることが認められる。 

   被告方法について 

ア 証拠（甲３，４，５の１～３，甲６の１～３，乙１，１１）及び弁論の

全趣旨によれば，被告方法は，以下のとおりのものであることが認められ

る。 

  補強を行うべき地山斜面の所定領域において，ＨＤボルト（補強材）の

設置位置を決定し，同所に２ないし５ｍの深さの穴を削孔し，注入材を充

填し，充填した注入材が固化する前にＨＤボルトを挿入し，地山に固定す

る。設置固定されたＨＤボルトの地表に突出した先端部を，下部プレート

の面部中央の貫通穴に挿通させ，球座ナットで螺合して下部プレートを締

め付け（締付け荷重は，交点強度以上（ＨＤＰＬ－５０：１２ｋＮ，ＨＤ

ＰＬ－７５：２４ｋＮ）を目安とする。甲４・１７頁），ＨＤボルトに固定

する。 

  次に，下部プレートの上方からＨＤネットを展設し，さらにＨＤネット

の上方から上部プレートを，その脚部をＨＤネットの編み目に挿通した上

で下部プレート上に載置し，上部プレートの面部中央の貫通穴に下部プレ

ートから突出したＨＤボルトの先端を挿通させ，下部プレートに密着する

ようキャップナットを螺合して上部プレートを締め付け（締付け荷重は，

交点強度以上を目安とする。），ＨＤボルトに固定する。 

  その結果，上部プレートは下部プレート上に載置され，かつＨＤネット

はＨＤボルトから外れないような状態で係止される。 

イ 控訴人は，この点について，被告方法においては，下部プレートは，設

置時の球座ナットの強力な締め付けによって地山を押して地面にめり込み
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周囲よりも凹んでいるか，または，斜面に元々存在する凹地に設置される

ため，ＨＤネットはその部分で浮き上がらないよう上部プレートによって

押さえ付けられており，下部プレート周りのＨＤネットの水平面は地表面

よりも低い位置にあり，ＨＤネットの下側はほとんどの部分で地山に接し

ているため，ＨＤネットは，上部プレートによって，ＨＤネット全体にほ

ぼ均等に土圧による張力が働くように押さえ付けられていることから，被

告方法においては，上部プレートの固定は，上部プレートにより「金網全

体にほぼ均等に土圧による張力が働く」ような斜面保護を行うものであり，

被告方法における上部プレートの固定は構成要件Ｅを充足する旨主張する。 

  そして，甲７及び２１には，被告方法により斜面保護工事が施工された

本件現場において，地山表面に展設されたＨＤネットの高さに基準棒を置

き，この基準棒の高さと下部プレート上に位置するＨＤネットの高さとの

距離を測ることにより，上部プレートにより押さえ付けられ凹んでいる地

山の「凹みの程度」を測定したところ，上部プレートの押さえ作用により，

プレート周りのＨＤネットが地中方向に凹む現象が多くみられ，特に地山

表面の凹凸形状と重なる箇所ではＨＤネットの凹みは著しく１００ｍｍ以

上に達している旨報告するなど，控訴人の上記主張に沿う部分がある。 

  しかし，甲７及び２１においては，控訴人主張に係る上部プレートの押

さえ作用により凹んでいるものではない元々の地山表面に展設されている

ＨＤネットの位置・高さを各測定箇所ごとにどのような基準で選択し，ま

た，当該基準に従って正確に基準棒が置かれたのかが証拠上不明である上，

ＨＤネットは鋼線を網目６３ｍｍ×６３ｍｍの格子状のネット様に編み，

厚みが３０ｍｍあるものであって（甲３，４），甲７及び２１において，

この厚みを含めて測定値としている蓋然性があることなど，その測定数値

の正確性については多大な疑問がある。 

  そして，甲７及び２１では，下部プレート及びＨＤネットが地山表面に
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相当程度凹んでいる旨報告しているものの，ＨＤネットが地山表面に密着

ないし接地していることを端的に示す写真が掲載されていない。また，下

部プレートは，２６０ｍｍ×２６０ｍｍ又は３４０ｍｍ×３９０ｍｍの大

きさを有し（甲３），地山との設置面積も大きいことから，球座ナットの締

め付け程度（必要交点強度以上（ＨＤＰＬ－５０：１２ｋＮ，ＨＤＰＬ－

７５：２４ｋＮ））の力を加えただけでは，下部プレートがその面にかかる

土圧に抗して地山の表面からめり込み周囲より凹むような状態となること

は考え難い。 

  かえって，乙１９，２０及び２５の１によれば，甲７及び２１と同一の

測定箇所及びプレート間の位置において，ＨＤネットと地面との距離を計

測したところ，プレート位置での測定結果は２０ｍｍから１４０ｍｍ，プ

レートとプレート間のポイントでの測定結果は２ｍｍから１２５ｍｍであ

り，地形の凹凸に影響されてＨＤネットが接地している１箇所を除いて，

全ての位置でＨＤネットが地面と接していないことが確認された旨報告さ

れている。これらの事実に照らせば，控訴人主張に沿う甲７及び２１の前

掲証拠部分は，反対証拠（乙１９，２０，２５の１）に照らし，直ちには

措信し難く，他に控訴人の上記主張を認めるに足りる証拠はない。 

ウ ウのとおり，本件発明においては，受圧板を，保護すべき斜面に

展設した金網の上面から所定間隔をおいて点在状態に配置し，その配置箇

所に相当して地山に固設されるアンカーを用いて地山に対して固定し，当

該固定は，受圧板により「金網全体にほぼ均等に土圧による張力が働く」

ように押さえ付けて行われるものである。 

  ところで，斜面に展設された金網に土圧による張力が働くためには，外

力が金網の面方向に作用して，金網を構成するワイヤーに延伸方向の力が

加わる必要がある。すなわち，下部プレートが地山の表面からめり込み周

囲より凹むような状態となった上で，受圧板が地山方向に金網を押さえ付
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け，その結果，金網の下面が地山の表面よりも低い位置に押し下げられる

ことによってはじめて，受圧板からの外力が金網の面方向に作用して金網

を構成するワイヤーに延伸方向の力が加わることとなる。そして，受圧板

によって金網が点在状態で押し下げられることで，受圧板と受圧板の間に

展設された金網は当該領域の地山の斜面に密着ないし接地し，斜面を押さ

え付け，その反力として土圧による張力が働くことになる。 

  しかるに，前記イのとおり，本件現場における被告方法による斜面保護

工事については，下部プレートの設置が地山の表面からめり込み周囲より

凹むような状態で行われていることを認めるに足りる証拠はなく，かえっ

て乙１９，２０及び２５の１によれば，地形の凹凸に影響されてＨＤネッ

トが接地している１箇所を除いて，全ての位置でＨＤネットが地面と接し

ていないとされているのであるから，ＨＤネットは地山の斜面に密着ない

し接地せず，斜面を押さえ付けるものではないというべきである。したが

って，かかるＨＤネットを下部プレート及び上部プレートを用いて設置し

たとしても，「金網全体にほぼ均等に土圧による張力が働く」ように押さえ

付けて設置したものということはできない。 

  また，本件現場における被告方法による斜面保護工事について，下部プ

レート及び上部プレートを地山の斜面の凹所に配置すれば，隣り合うプレ

ート間のＨＤネットが当該領域の地山の斜面に密着ないし接地し，斜面を

押さえ付ける状態が生じることもあり得るところであるが，この場合，Ｈ

Ｄネットが地山の斜面に密着ないし接地するのは，ＨＤネット全体の一部

に限られることとなるため，下部プレート及び上部プレートによるＨＤネ

ットの設置は，「金網全体にほぼ均等に」土圧による張力が働くように押さ

え付けて行われるとの要件（構成要件Ｅ）を充足しない。 

  以上によれば，本件現場における被告方法による斜面保護工事によって，

受圧板の固定が金網全体にほぼ均等に土圧による張力が働くように押さえ
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付けて行われていることを認めるに足りる証拠はないから，同工事は，本

件発明の構成要件Ｅを充足するものではない。そうすると，仮に控訴人主

張のとおり，被告方法における「上部プレート」が構成要件ＣないしＥの

「受圧板」に該当するとしても，他に，被告方法において上部プレートの

固定が，上部プレートにより「金網全体にほぼ均等に土圧による張力が働

く」ように押さえ付けて行われるものであることを認めるに足りる証拠は

ない。 

  したがって，被告方法は，構成要件Ｅを充足しないから，本件発明の技

術的範囲に属すると認めることはできない。 

 小括 

    前記 のとおり，被告方法が本件発明の技術的範囲に属すると認めるこ

とができない以上，被控訴人による被告製品の販売行為については，その

余の点について判断するまでもなく，特許法１０１条４号及び５号のいず

れにも該当しないから，控訴人の被控訴人に対する特許法１００条１項に

基づく差止請求は，理由がないというべきである。 

    また， 本件現場においてユウテックが被告方法による

斜面保護工事を施工することは，本件発明の技術的範囲に属するものでは

ないから，ユウテックによる同工事が本件特許権を直接侵害するとの控訴

人の主張は理由がなく，そのため，ユウテックに対する被控訴人による被

告方法の広告・宣伝並びに被告製品の販売及び広告・宣伝行為が，ユウテ

ックの直接侵害行為に対する教唆又は幇助に当たり不法行為を構成する

との控訴人の主張も理由がない。     

 ２ 結論 

 以上によれば，その余の点について判断するまでもなく，控訴人の本訴請求

はいずれも理由がなく，これを棄却した原判決は結論において相当である。よ

って，本件控訴を棄却することとし，主文のとおり判決する。 
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